
  

令和８年 月 日 

 

坂戸市長 石 川  清 様 

 

坂戸市健康なまちづくり審議会 

会長 金 子 嘉 徳 

                           

 

 

坂戸市健康なまちづくり推進条例の制定について（答申案） 

 

令和７年７月２５日付け坂健発第７１６号により諮問のありました坂戸市健康な

まちづくり推進条例の制定について、本審議会において慎重に審議した結果、別紙

のとおり答申します。 

 条例の制定により、市、市民、関係機関、市民団体、事業者が相互に協力して、

健康なまちづくりの気運の醸成を図るとともに、更なる連携強化、施策の推進が図

られますことを期待するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

 



別紙  

 

 坂戸市健康なまちづくり推進条例骨子 

 

※ 審議後の完成版を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


